
ご入院中・ご面会のみなさまへ 

面会制限緩和について 
（ ２０２4年１2月 2日（月）より 面会制限を緩和します） 

院内感染防止のために以下の内容をお守りください。 

 

1：面会される方は全員、「面会受付票」の記載をお願い 

します 

2：体調不良（風邪症状・胃腸炎症状等）時は 

ご面会をお控えください 

3：院内ではマスクの着用をお願いします 

4：大人数での面会は、他の患者さんの治療の妨げになり 

ますのでお控えください（大部屋で 4名以上でご面会 

なさる場合は、3名程度で交替でお願いします） 

5：面会時間（13:00～20:00）をお守りください 

6：面会中は面会証を携帯してください 

 

ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

聖隷佐倉市民病院 病院長 


